
1
4
　

酒
類

等
製

造
免

許
場

数
の

推
移

(単
位

:場
）

年
度

外
 2

5
外

 9
2

外
 8

7
外

 4
8
2

外
 1

6
3

外
 -

外
 1

0
2

外
 1

1
5

外
 5

8
外

 7
4

外
 4

外
 1

0
4

外
 2

1
8

外
 1

2
外

 1
,5

3
6

外
 3

0
外

 8
4

外
 8

6
外

 4
2
4

外
 1

6
0

外
 -

外
 1

0
9

外
 1

2
3

外
 5

6
外

 8
2

外
 4

外
 1

3
3

外
 2

4
3

外
 1

7
外

 1
,5

5
1

外
 3

6
外

 8
1

外
 8

6
外

 4
2
9

外
 1

4
9

外
 -

外
 1

0
0

外
 1

3
3

外
 5

6
外

 8
9

外
 5

外
 1

4
6

外
 2

4
3

外
 3

0
外

 1
,5

8
3

外
 6

4
外

 8
1

外
 7

6
外

 5
0
8

外
 1

6
1

外
 2

外
 1

2
1

外
 1

6
2

外
 6

1
外

 1
0
8

外
 1

0
外

 2
1
5

外
 2

6
2

外
 5

9
外

 1
,8

9
0

外
 5

6
外

 7
7

外
 8

2
外

 5
1
7

外
 7

5
外

 5
外

 1
4
2

外
 1

6
8

外
 6

5
外

 1
1
0

外
 1

2
外

 2
6
0

外
 2

6
6

外
 6

6
外

 1
,9

0
1

外
 5

5
外

 7
7

外
 7

7
外

 5
1
4

外
 7

3
外

 5
外

 1
4
3

外
 1

6
8

外
 6

5
外

 1
1
1

外
 1

2
外

 2
7
5

外
 2

7
0

外
 6

8
外

 1
,9

1
3

外
 6

0
外

 7
8

外
 7

6
外

 5
1
5

外
 6

9
外

 5
外

 1
5
0

外
 1

6
9

外
 6

4
外

 1
0
8

外
 1

2
外

 2
7
8

外
 2

6
7

外
 6

8
外

 1
,9

1
9

外
 5

5
外

 7
8

外
 7

4
外

 5
1
7

外
 6

9
外

 7
外

 1
5
4

外
 1

6
8

外
 6

4
外

 1
0
9

外
 1

3
外

 2
7
9

外
 2

7
0

外
 7

5
外

 1
,9

3
2

外
 6

1
外

 7
6

外
 7

3
外

 5
1
4

外
 6

9
外

 8
外

 1
4
9

外
 1

6
7

外
 6

4
外

 1
0
8

外
 1

3
外

 2
8
0

外
 2

7
2

外
 7

2
外

 1
,9

2
6

外
 6

4
外

 7
8

外
 7

5
外

 5
1
1

外
 7

0
外

 1
4

外
 1

5
2

外
 1

7
1

外
 6

4
外

 1
0
9

外
 3

2
外

 2
8
3

外
 2

7
2

外
 7

2
外

 1
,9

6
7

外
 6

4
外

 7
7

外
 7

6
外

 5
1
2

外
 7

1
外

 1
7

外
 1

5
6

外
 1

7
5

外
 6

4
外

 1
0
9

外
 3

8
外

 2
9
8

外
 2

7
0

外
 7

6
外

 2
,0

0
3

外
 6

3
外

 7
9

外
 8

2
外

 5
0
6

外
 6

9
外

 2
5

外
 1

5
6

外
 1

7
6

外
 6

4
外

 1
0
8

外
 5

4
外

 3
0
1

外
 2

7
0

外
 8

0
外

 2
,0

3
3

外
 6

8
外

 7
9

外
 8

0
外

 5
0
4

外
 7

0
外

 3
5

外
 1

5
6

外
 1

7
7

外
 6

6
外

 1
1
0

外
 6

7
外

 3
1
0

外
 2

7
5

外
 8

0
外

 2
,0

7
7

外
 7

8
外

 8
0

外
 7

9
外

 4
9
4

外
 7

1
外

 4
0

外
 1

5
6

外
 1

7
4

外
 6

7
外

 1
0
9

外
 1

0
3

外
 3

2
5

外
 2

7
5

外
 8

7
外

 2
,1

3
8

外
 8

2
外

 7
9

外
 8

2
外

 4
8
5

外
 6

0
外

 4
5

外
 1

5
3

外
 1

7
0

外
 6

5
外

 1
0
6

外
 1

2
3

外
 3

3
5

外
 2

6
6

外
 8

8
外

 2
,1

3
9

外
 8

6
外

 7
8

外
 8

7
外

 4
7
8

外
 6

3
外

 5
1

外
 1

6
3

外
 1

6
9

外
 6

8
外

 1
0
8

外
 1

2
8

外
 3

7
1

外
 2

6
8

外
 9

2
外

 2
,2

1
0

外
 9

2
外

 7
9

外
 8

7
外

 4
7
6

外
 6

5
外

 5
1

外
 1

7
3

外
 1

7
2

外
 6

8
外

 1
0
6

外
 1

3
3

外
 3

8
6

外
 2

7
0

外
 1

0
3

外
 2

,2
6
1

外
 9

8
外

 7
6

外
 8

2
外

 4
7
6

外
 7

1
外

 5
5

外
 1

8
3

外
 1

7
3

外
 6

7
外

 1
1
0

外
 1

3
6

外
 4

1
1

外
 2

7
8

外
 1

2
4

外
 2

,3
4
0

外
 1

0
2

外
 7

5
外

 8
0

外
 4

8
7

外
 7

0
外

 9
5

外
 1

8
3

外
 1

7
5

外
 6

9
外

 1
1
3

外
 4

3
2

外
 5

2
8

外
 3

8
9

外
 1

3
3

外
 2

,9
3
1

外
 1

1
4

外
 7

6
外

 8
1

外
 4

9
3

外
 7

4
外

 8
1

外
 1

7
7

外
 1

7
1

外
 7

0
外

 1
1
0

外
 3

8
5

外
 4

9
8

外
 3

4
6

外
 1

4
6

外
 2

,8
2
2

外
 1

1
8

外
 7

3
外

 7
9

外
 4

9
0

外
 7

4
外

 7
7

外
 1

7
6

外
 1

7
1

外
 6

8
外

 1
1
0

外
 3

6
9

外
 5

5
4

外
 3

3
6

外
 1

6
2

外
 2

,8
5
7

外
 1

2
9

外
 6

6
外

 8
5

外
 4

9
7

外
 7

3
外

 7
7

外
 1

8
4

外
 4

1
2

外
 6

5
外

 1
0
9

外
 2

,2
0
9

外
 2

,3
5
4

外
 3

,0
0
1

外
 4

,7
9
7

外
 1

4
,0

5
8

外
 1

3
8

外
 6

5
外

 8
1

外
 5

0
3

外
 7

4
外

 8
0

外
 1

9
0

外
 3

8
4

外
 6

5
外

 1
1
2

外
 2

,1
3
8

外
 2

,2
3
0

外
 2

,7
7
9

外
 4

,4
5
1

外
 1

3
,2

9
0

外
 1

3
7

外
 6

4
外

 7
9

外
 5

0
8

外
 7

2
外

 8
3

外
 1

8
4

外
 3

6
5

外
 6

6
外

 1
1
7

外
 2

,0
6
7

外
 2

,1
6
0

外
 2

,6
7
2

外
 4

,2
6
3

外
 1

2
,8

3
7

外
 1

4
5

外
 7

1
外

 8
2

外
 5

0
6

外
 7

8
外

 9
0

外
 1

8
2

外
 3

5
4

外
 6

8
外

 1
2
0

外
 1

,9
6
9

外
 2

,0
8
0

外
 2

,5
5
9

外
 4

,0
6
9

外
 1

2
,3

7
3

外
 1

5
0

外
 7

3
外

 7
9

外
 5

0
7

外
 7

8
外

 8
9

外
 1

7
9

外
 3

4
4

外
 6

7
外

 1
2
0

外
 1

,8
7
7

外
 2

,0
1
7

外
 2

,4
4
3

外
 3

,8
6
4

外
 1

1
,8

8
7

外
 1

5
4

外
 7

1
外

 7
7

外
 4

9
9

外
 8

1
外

 9
0

外
 1

7
9

外
 3

3
2

外
 6

6
外

 1
2
0

外
 1

,7
1
5

外
 1

,9
0
5

外
 2

,2
6
0

外
 3

,5
3
3

外
 1

1
,0

8
2

外
 1

5
1

外
 7

3
外

 7
9

外
 5

0
0

外
 8

2
外

 9
3

外
 1

7
8

外
 3

2
5

外
 6

5
外

 1
2
2

外
 1

,5
9
6

外
 1

,8
3
3

外
 2

,1
4
2

外
 3

,3
0
9

外
 1

0
,5

4
8

外
 1

5
4

外
 7

1
外

 7
5

外
 4

9
7

外
 7

9
外

 9
2

外
 1

7
6

外
 3

1
8

外
 6

4
外

 1
1
9

外
 1

,5
1
2

外
 1

,7
7
9

外
 2

,0
5
5

外
 3

,1
5
0

外
 1

0
,1

4
1

(注
)

２
４

 元
平

成

 ７

清
酒

合
成

清
酒

２
１ ６５
０

５
５

６
０

酒
母

も
ろ

み
そ

の
他

の
醸

造
酒

等
合

計

４
５

品
目

連
続

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
単

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
リ

キ
ュ

ー
ル

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

ブ
ラ

ン
デ

ー
発

泡
酒

昭
和

甘
味

果
実

酒
ウ

イ
ス

キ
ー

ビ
ー

ル
果

実
酒

み
り

ん

 ２  ３  ４  ５ ６
　

平
成

1
8
年

度
以

降
の

酒
類

の
製

造
免

許
場

数
は

、
平

成
1
8
年

度
の

酒
税

法
改

正
に

伴
い

酒
税

法
附

則
第

6
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
製

造
免

許
を

受
け

た
も

の
と

み
な

さ
れ

た
も

の
を

含
ん

で
い

る
。

５
　

一
の

製
造

場
で

複
数

の
酒

類
の

製
造

免
許

を
有

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

、
主

た
る

酒
類

を
本

書
き

と
し

、
そ

の
他

は
外

書
き

と
し

て
掲

げ
た

。

２
５

１
４

１
５

１
８

１
６

１
７

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
製

造
免

許
場

数
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

製
造

免
許

場
数

で
あ

る
。

２
０

１
９

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
２

２
３ ８  ９ １
０

１
１

１
３

１
２

札 幌 北 海 道

青 森

岩 手

宮 城

仙 台 秋 田

山 形

福 島

計

茨 城

栃 木

群 馬

関 東 信 越 埼 玉

新 潟

長 野

計

千 葉

東 京

東 京 神 奈 川

山 梨

計

富 山

石 川

福 井

計

岐 阜

静 岡

名 古 屋 愛 知

三 重

計

滋 賀

京 都

大 阪

大 阪 兵 庫

奈 良

和 歌 山

計

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

計

徳 島

香 川

高 松 愛 媛

高 知

計

福 岡

佐 賀

長 崎

計

熊 本

大 分

熊 本 宮 崎

鹿 児 島

計

（注）  １　酒類販売（消費）数量は、「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。
　　　  ２　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
　　　  ３  成人人口は、「人口推計年報（平成25年10月１日現在）」（総務省統計局）によった。
　　　  ４  「全国平均」欄は、沖縄分を含まない。

全　国　平　均

国 税 局 都 道 府 県 清酒 みりん

金    沢

広    島

   福     岡

発泡酒 スピリッツ等リキュール 合計

13　平成25年度成人１人当たりの酒類販売（消費）数量表（都道府県別）

ビール 果実酒 ウイスキー ブランデー

（単位：ｌ ）

合成
清酒

連続式蒸留
しょうちゅう

単式蒸留
しょうちゅう

その他の
醸造酒等

甘味
果実酒
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年
　

　
　

度
平

成
6

製
造

場
数

製
造

者
数

年
　

　
　

度
平

成
2
0

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

  
  

  
  

場
（者

）を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

果
実

酒
の

製
造

免
許

を
取

得
し

 た
製

造

  
  

  
  

　
※

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

第
2
8
条

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

果
実

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

適
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

付
表
１
　
地
ビ
ー
ル
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

は
、

各
年

度
末

（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

）
２

　
平

成
６

年
４

月
１

日
以

降
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

場
（
者

）
で

、
大

手
ビ

ー
ル

メ
ー

カ
ー

（
５

社
）
及

び
試

験
製

造
免

許
に

係
る

製
造

場
（
者

）
を

除
い

た
も

の
を

掲
げ

た
。

  
  

  
  

　
※

　
酒

税
法

の
一

部
改

正
（
平

成
６

年
法

律
第

2
4
号

）
に

よ
り

、
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
に

係
る

最
低

製
造

数
量

基
準

が
2
,0

0
0
kl

か
ら

6
0
kl

に
引

き
下

げ
ら

れ
た

。

付
表
２
　
果
実
酒
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
定
酒
類
（
果
実
酒
）
）

（
酒

類
等

製
造

免
許

場
数

の
推

移
）
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年
　

　
　

度
平

成
1
5

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

  
  
  
  
の

製
造

免
許

を
取

得
し

た
製

造
場

（
者

）
を

掲
げ

た
。

年
　

　
　

度
平

成
2
0

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

  
  
  
  
許

を
取

得
し

た
製

造
場

（
者

）
を

掲
げ

た
。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

そ
の

他
の

醸
造

酒

付
表
３
　
濁
酒
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
定
酒
類
（
そ
の
他
醸
造
酒
）
）

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

の
２

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

果
実

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

２
ｋ
ｌに

緩
和

さ
れ

た
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

そ
の

他
の

醸
造

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

適
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

果
実

酒
の

製
造

免

付
表
４
　
果
実
酒
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
産
酒
類
（
果
実
酒
）
）

（
酒

類
等

製
造

免
許

場
数

の
推

移
）

年
　

　
　

度
平

成
6

製
造

場
数

製
造

者
数

年
　

　
　

度
平

成
2
0

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

  
  

  
  

場
（者

）を
掲

げ
た

。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

果
実

酒
の

製
造

免
許

を
取

得
し

 た
製

造

  
  

  
  

　
※

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

第
2
8
条

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

果
実

酒
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

適
用

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

付
表
１
　
地
ビ
ー
ル
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

は
、

各
年

度
末

（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

（
注

）
２

　
平

成
６

年
４

月
１

日
以

降
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

場
（
者

）
で

、
大

手
ビ

ー
ル

メ
ー

カ
ー

（
５

社
）
及

び
試

験
製

造
免

許
に

係
る

製
造

場
（
者

）
を

除
い

た
も

の
を

掲
げ

た
。

  
  

  
  

　
※

　
酒

税
法

の
一

部
改

正
（
平

成
６

年
法

律
第

2
4
号

）
に

よ
り

、
ビ

ー
ル

の
製

造
免

許
に

係
る

最
低

製
造

数
量

基
準

が
2
,0

0
0
kl

か
ら

6
0
kl

に
引

き
下

げ
ら

れ
た

。

付
表
２
　
果
実
酒
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
定
酒
類
（
果
実
酒
）
）

（
酒

類
等

製
造

免
許

場
数

の
推

移
）
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年
　

　
　

度
平

成
2
0

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

　
　

　
　

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

場
（
者

）
を

掲
げ

た
。

付
表
５
　
リ
キ
ュ
ー
ル
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
産
酒
類
（
リ
キ
ュ
ー
ル
）
）

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

の
２

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

リ
キ

ュ
ー

ル
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

１
ｋ
ｌに

緩
和

さ
れ

た
。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

リ
キ

ュ
ー

ル
の

製

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

（
酒

類
等

製
造

免
許

場
数

の
推

移
）
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1
5
　

酒
類

販
売

業
免

許
場

数
の

推
移

(単
位

:場
）

全
酒

類
そ

の
他

計
全

酒
類

そ
の

他
計

外
 1

,3
1
6

外
 1

,3
1
6

外
 1

,1
9
8

外
 1

4
7

外
 1

,3
4
5

外
 1

4
,3

2
1

外
 1

3
,3

6
4

外
 1

2
,6

1
7

外
 1

2
,5

9
4

外
 1

6
,0

4
4

外
 1

5
,8

2
2

外
 1

5
,7

8
6

外
 1

5
,5

4
2

外
 1

5
,2

8
6

外
 1

4
,9

1
3

外
 1

4
,6

5
2

外
 1

4
,3

4
6

外
 1

4
,0

6
1

外
 1

3
,9

2
3

外
 1

3
,6

3
0

外
 1

3
,3

9
5

外
 1

3
,4

5
1

外
 1

3
,1

8
0

外
 1

2
,5

9
7

外
 1

2
,1

9
9

外
 1

1
,8

7
1

外
 1

1
,6

8
3

外
 1

1
,3

4
6

外
 1

0
,9

6
6

外
 1

0
,4

8
8

外
 1

0
,2

5
1

外
 1

0
,1

1
2

2
4
. 
9
　

酒
類

卸
売

業
免

許
の

要
件

緩
和

等
の

適
用

を
開

始

外
 1

0
,0

9
2

(注
)

．
．

2
3
. 
4
  

「
規

制
・
制

度
改

革
に

係
る

方
針

」
（
酒

類
卸

売
業

免
許

の
要

件
緩

和
）
の

閣
議

　
　

　
決

定

6
3
.1

2
　

 「
規

制
緩

和
推

進
要

綱
」
（
酒

類
小

売
業

免
許

の
免

許
要

件
に

係
る

運
用

基
　

　
　

　
準

の
簡

素
化

・
明

確
化

等
）
の

閣
議

決
定

元
. 
6
  

人
口

基
準

、
抽

選
制

の
導

入

1
7
. 
8
　

 「
酒

類
小

売
業

者
の

経
営

の
改

善
等

に
関

す
る

緊
急

措
置

法
の

一
部

を
改

正
　

　
　

 す
る

法
律

」
公

布

1
0
. 
3
　

 「
規

制
緩

和
推

進
３

か
年

計
画

」
（
酒

類
小

売
業

免
許

に
係

る
需

給
調

整
規

制
　

　
　

　
の

廃
止

）
の

閣
議

決
定

1
3
. 
1
　

酒
類

小
売

業
免

許
の

距
離

基
準

の
廃

止

1
5
. 
5
　

 「
酒

類
小

売
業

者
の

経
営

の
改

善
等

に
関

す
る

緊
急

措
置

法
」
公

布
1
5
. 
9
　

酒
類

小
売

業
免

許
の

人
口

基
準

の
廃

止

1
8
. 
8
　

 「
酒

類
小

売
業

者
の

経
営

の
改

善
等

に
関

す
る

緊
急

措
置

法
」
に

よ
る

緊
急

調
  

  
  

 整
地

域
の

指
定

失
効

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

卸
売

業

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

年
月

日

．
．

平
成

．
．

．
．

．
．

．
．

備
考

合
計

昭
和

３
　

「
卸

売
業

」
及

び
「
小

売
業

」
の

「
そ

の
他

」
の

欄
は

、
販

売
で

き
る

酒
類

の
範

囲
に

つ
い

て
条

件
の

付
い

て
い

る
販

売
業

免
許

場
数

を
掲

げ
た

。

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。

２
　

昭
和

4
6
．

3
．

3
1
現

在
の

外
書

き
は

、
卸

小
売

兼
業

者
の

従
た

る
販

売
業

免
許

場
数

を
、

昭
和

5
1
．

3
．

3
1
現

在
以

降
の

外
書

き
は

、
卸

売
業

者
の

う
ち

で
小

売
も

で
き

る
販

売
業

免
許

場
数

を
掲

げ
た

。

1
3
.3

　
酒

類
販

売
業

免
許

制
度

発
足

．
．

．
．

．
．

小
売

業

現
在

区
分

．
．

．
．

．
．

．
．

．
．

年
　

　
　

度
平

成
2
0

製
造

場
数

製
造

者
数

認
定

計
画

数

　
　

　
　

造
免

許
を

取
得

し
た

製
造

場
（
者

）
を

掲
げ

た
。

付
表
５
　
リ
キ
ュ
ー
ル
製
造
場
（
者
）
数
の
推
移
　
（
特
産
酒
類
（
リ
キ
ュ
ー
ル
）
）

（
注

）
１

　
製

造
場

（
者

）
数

及
び

認
定

計
画

数
は

、
各

年
度

末
（
３

月
3
1
日

）
現

在
の

も
の

で
あ

る
。

  
  
  
  
　

※
　

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

2
8
条

の
２

（
酒

税
法

の
特

例
）
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
製

造
者

が
、

そ
の

製
造

場
で

製
造

す
る

リ
キ

ュ
ー

ル
の

製
造

免
許

に
係

る
最

低
製

造
数

量
基

準
は

１
ｋ
ｌに

緩
和

さ
れ

た
。

（
注

）
２

　
構

造
改

革
特

別
区

域
法

（
平

成
1
4
年

法
律

第
1
8
9
号

）
に

規
定

す
る

酒
税

法
の

特
例

（
総

合
特

別
区

域
法

（
平

成
2
3
年

法
律

第
8
1
号

）
に

よ
り

み
な

し
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
に

よ
り

リ
キ

ュ
ー

ル
の

製

（
注

）
３

　
認

定
計

画
数

は
、

地
方

公
共

団
体

が
内

閣
総

理
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

構
造

改
革

特
別

区
域

計
画

数
（
総

合
特

別
区

域
法

に
よ

り
み

な
し

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
）
で

あ
る

。

（
酒

類
等

製
造

免
許

場
数

の
推

移
）
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